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○愛知淑徳大学における研究活動不正行為防止に関

する規程  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は、 愛 知 淑 徳 大 学（ 以下 、「 本 学 」 と いう 。） の 研 究 活 動 に おける 不

正 行 為 防 止 に つ いて必 要 な 事 項 を 定 め、適 切 な 研 究 活 動 を確保 す る こ と を 目 的とす

る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 にお い て 、 研 究 活動 にお け る 不 正 行 為 とは、 次 の 各 号 に 掲げ るも の

と し 、（ １ ） か ら （３） を 特 定 不 正 行 為 、（４ ） を 不 正 使 用 といい 、 こ れ ら を 区 別し

な い と き は 、 研 究活動 に お け る 不 正 行為と い う 。 な お 、 故意に よ る も の で は ないと

い う こ と が 根 拠 をもっ て 明 ら か に さ れたも の を 除 く 。  

（ １ ） ね つ 造  存在し な い デ ー タ 、 研究結 果 等 を 作 成 す る行為  

（ ２ ） 改 ざ ん  研究資 料 、 機 器 又 は 過程を 変 更 す る 操 作 を行い 、 デ ー タ 、 研究 活動

に よ っ て 得 ら れ た結果 等 を 真 正 で な いもの に 加 工 す る 行 為  

（ ３ ） 盗 用  他 の研究 者 の ア イ デ ィ ア、分 析 ・ 解 析 方 法、 デー タ 、 研 究 結 果、 論文

又 は 用 語 を 当 該 研究者 の 了 解 若 し く は適切 な 表 示 な く 流 用する 行 為  

（ ４ ） 不 適 切 な 研究費 使 用 等  私 的 流用、 目 的 外 使 用 、 又は不 正 受 給 す る 行 為  

２  こ の 規 程 に おいて 研 究 活 動 と は 、次の 各 号 に 掲 げ る 資金を 原 資 と し て 行 うもの を

い う 。  

（ １ ） 本 学 の 教 育研究 費 等 及 び 私 学 助成等 の 基 盤 的 経 費 その他 の 文 部 科 学 省 の予算

の 配 分 又 は 措 置 による も の （ 以 下 、「私 立大 学 等 経 常 費 補 助金等 」 と い う 。）  

（ ２ ） 各 省 庁 又 はそれ ら が 所 管 す る 独立行 政 法 人 か ら 配 分され る 競 争 的 資 金 を中心

と し た 公 募 型 の 研究資 金 に よ る も の （以下 、「 競 争 的 資 金等 」と い う 。）  

（ ３ ）企 業 等 の 自己資 金 か ら 配 分 さ れる研 究 費 、寄 付 金 による も の（ 以 下 、「 受託研

究 費 等 」 と い う 。）  

（ 適 用 ）  

第 ３ 条  こ の 規 程 は 、 本 学 の 教 職 員 、 本 学 の 施 設 ・ 設 備 を 利 用 し て 研 究 に 携 わ る 者 、

及 び 本 学 の 学 生 （研究 生 、 そ の 他 本 学にお い て 修 学 す る 者を含 む ）（ 以 下 、「 教職員

等 」 と い う 。） に適 用す る 。  

（ 遵 守 事 項 ）  
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第 ４ 条  教 職 員 等 は、 研 究 活 動 に 係る 関連 諸 法 規 及 び 本 学諸規 程 の 内 容 を 遵 守しな け

れ ば な ら な い 。  

２  研究 活 動 に 係る全 て の 教 職 員 等 は、本 学 が 定 期 的 に 実施す る 研 究 倫 理 教 育を受 け

な け れ ば な ら な い。  

３  研 究 を 行 う 教職員 等 は 、 研 究 デ ータを 一 定 期 間 保 存 し、必 要 と さ れ る 場 合には 開

示 し な け れ ば な らない 。  

４  研 究 活 動 に 係る全 て の 教 職 員 等 は、本 学 が 定 期 的 に 実施す る 「 コ ン プ ラ イアン ス

研 修 会 」 を 受 講 しなけ れ ば な ら な い 。また 、 研 究 活 動 及 びそれ に 関 連 す る 業 務に従

事 す る 全 て の 者 は公的 研 究 費 の 適 正 な執行 を 約 す る た め 、誓約 書 に 自 署 し 、 最高管

理 責 任 者 に 提 出 しなけ れ ば な ら な い 。  

（ 最 高 管 理 責 任 者）  

第 ５ 条  本 学 に お け る 研 究 費 の 管 理 及 び 研 究 活 動 に お け る 不 正 行 為 防 止 に 関 し 最 終

的 な 責 任 及 び 権 限を有 す る 者 （ 以 下 、「最高 管 理 責 任 者 」 という 。） と し て 、 学 長を

充 て る 。  

２  最 高 管 理 責 任者は 、 研 究 活 動 に おける 不 正 行 為 が 生 じた場 合 に は 、 統 括 管理責 任

者 、 研 究 倫 理 教 育責任 者 及 び コ ン プ ライア ン ス 推 進 責 任 者と連 携 し 、 必 要 な 措置を

厳 正 か つ 適 切 に 講ずる も の と す る 。  

（ 統 括 管 理 責 任 者）  

第 ６ 条  本 学 に 、 最 高 管 理 責 任 者 を 補 佐 し 、 本 学 に お け る 研 究 費 の 管 理 及 び 研 究 活 動

上 の 不 正 行 為 防 止に関 し 本 学 全 体 を 統括す る 実 質 的 な 権 限と責 任 を 有 す る 者（ 以下、

「 統 括 管 理 責 任 者」と い う 。） を 置 き、 副学 長 を も っ て 充 てる。  

（ 研 究 倫 理 教 育 責任者 ）  

第 ７ 条  各 学 部 ・ 研究 科 等 に 、 当 該 部局に お け る 特 定 不 正行為 を 事 前 に 防 止 し、公 正

な 研 究 活 動 を 推 進する た め に 、実 質的 な 権限 と 責 任 を 有 す る者（以 下 、「 研 究 倫理 教

育 責 任 者 」と い う 。）を 置 き 、各 学 部 長・各研 究 科 長 を も っ て充て 、学 部・研 究科 に

属 さ な い 部 局 は 、統括 管 理 責 任 者 を 充てる 。  

  ２  研 究 倫 理 教育責 任 者 は 、 研 究 活動に 関 わ る 者 の ほ か、学 生 に 対 し 研 究 者倫理 に

関 す る 規 範 意 識 徹底を 推 進 す る も の とする 。  

（ コ ン プ ラ イ ア ンス推 進 責 任 者 ）  

第 ８ 条  各 学 部 ・ 研究 科 等 に 、 当 該学 部・ 研 究 科 等 に おけ る研 究 費 の 管 理 及 び不正 使

用 防 止 に 関 し 実 質的な 権 限 と 責 任 を 有する 者（ 以 下 、「 コ ン プライ ア ン ス 推 進 責 任者 」

と い う 。）を置 き 、各学 部 長・各 研究 科 長を も っ て 充 て、学 部・研 究 科 に 属 さ な い部
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局 は 統 括 管 理 責 任者を 充 て る 。  

２  副コ ン プ ラ イアン ス 推 進 責 任 者 を置き 、 事 務 局 長 を もって 充 て る 。 副 コ ンプラ イ

ア ン ス 推 進 責 任 者は、 不 正 行 為 等 の モニタ リ ン グ の 状 況 を必要 に 応 じ て コ ン プライ

ア ン ス 推 進 責 任 者へ報 告 す る 。  

（ 受 付 ・ 相 談 窓 口）  

第 ９ 条  研 究 活 動 にお け る 不 正 行 為 に関す る 通 報 ・ 申 立 （以下 、「 申 立 等 」 とい う。）

及 び 相 談 を 受 け 付ける た め の 窓 口 （ 以下 、「 受 付 ・ 相 談 窓 口」と い う 。） は 、 研 究倫

理 教 育 責 任 者 又 は、コ ン プ ラ イ ア ン ス推進 責 任 者 と す る 。  

（ 申 立 等 の 受 付 方法）  

第 １ ０ 条  研 究 活 動に お け る 不 正 行 為に関 す る 申 立 等 は 、電 話・電 子メ ー ル・Ｆ ＡＸ・

書 面 及 び 面 会 で 行うも の と す る 。  

２  申 立 等 は 、 顕名に よ り 行 わ れ 、 不正行 為 を 行 っ た と する者 、 不 正 行 為 の 態様等 、

事 案 の 内 容 が 明 示され 、か つ 不 正 と す る合理 的 理 由 が 示 さ れてい な け れ ば な ら ない 。   

た だ し 、 申 立 者 は氏名 の 秘 匿 を 希 望 するこ と が で き る 。  

（ 不 正 行 為 に か かる情 報 の 報 告 ）  

第 １ １ 条  第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、 不 正 行 為 に 関 す る 申 立 等 及 び 相 談 を 受 け た 場 合 は 、

統 括 管 理 責 任 者 に速や か に 報 告 し な ければ な ら な い 。  

２  前 項 の 報 告 を受け た 統 括 管 理 責 任者は 、 最 高 管 理 責 任者に 速 や か に 報 告 しなけ れ

ば な ら な い 。  

（ 不 正 行 為 防 止 対策委 員 会 ）  

第 １ ２ 条  本 学 に 、次 の 各 号 に 掲 げ る事項 を 審 議 す る た め、不 正 行 為 防 止 対 策委員 会

（ 以 下 、「 対 策 委員 会」 と い う 。） を 置く 。  

（ １ ） 研 究 活 動 におけ る 不 正 行 為 防 止対策 に 関 す る 事 項  

（ ２ ） 申 立 等 を なされ た 者 （ 以 下 、「被 申立 者 」 と い う 。）に 係る 研 究 活 動 に お ける

不 正 行 為 に つ い ての調 査 及 び 裁 定  

（ ３ ） そ の 他 最 高管理 責 任 者 が 必 要 と認め た 事 項  

２  対 策 委 員 会 は、次 の 委 員 を も っ て組織 す る 。  

（ １ ） 統 括 管 理 責任者  

（ ２ ） 研 究 倫 理 教育責 任 者  

（ ３ ） コ ン プ ラ イアン ス 推 進 責 任 者  

（ ４ ） 副 コ ン プ ライア ン ス 推 進 責 任 者  

（ ５ ） そ の 他 最 高管理 責 任 者 が 必 要 と認め た 者  
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３  前 項 第 ５ 号 に規定 す る 委 員 の 任 期は２ 年 と し 、 再 任 を妨げ な い 。 た だ し 、欠員 が

生 じ た 場 合 の 補 欠の委 員 の 任 期 は 前 任者の 残 任 期 間 と す る。  

４  対 策 委 員 会 の委員 長 は 、 第 ２ 項 第１号 の 統 括 管 理 責 任者を も っ て 充 て る 。  

５  対 策 委 員 会 は、必 要 に 応 じ て 委 員以外 の 者 に 出 席 を 求め、 そ の 意 見 を 聴 くこと が

で き る 。  

（ 調 査 実 施 の 決 定）  

第 １ ３ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 第 １１ 条第 ２ 項 の 報 告 を 受けて か ら ３ ０ 日 以 内に、 調

査 を 行 う か 否 か を決定 す る 。  

２  最 高 管 理 責 任者は 、 前 項 の 決 定 をする た め に 、 必 要 に応じ て 予 備 調 査 を 行うこ

と が で き る 。 予 備調査 は 第 １ ４ 条 に 規定す る 調 査 委 員 会 が行う 。  

３  最 高 管 理 責 任者は 、調 査 を 行 う こ と を決 定 し た 場 合 、申 立 者、被 申 立 者 に 対 し 、

調 査 を 行 う 旨 を 通知し 、 調 査 へ の 協 力を求 め る 。 調 査 を 行わな い こ と を 決 定 した場

合 、 申 立 者 に 対 し、調 査 を 行 わ な い 旨及び そ の 理 由 を 通 知する 。  

（ 調 査 委 員 会 ）  

第 １ ４ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 調 査を 行う こ と を 決 定 し た日か ら ３ ０ 日 以 内 に、調 査

委 員 会 を 設 置 し 、調査 を 開 始 す る 。  

２  調 査 委 員 会 は、統 括 管 理 責 任 者 を委員 長 と し 、 委 員 長が必 要 と 認 め た 者 若干名 を

も っ て 組 織 す る 。  

３  調 査 委 員 会 には本 学 に 属 さ な い 外部有 識 者 を 半 数 以 上含む も の と す る 。  

４  全 て の 調 査 委員は 本 学 及 び 申 立 者、被 申 立 者 と 直 接 の利害 関 係 を 有 し な い者を 充

て る 。  

５  最 高 管 理 責 任者は 、 申 立 者 及 び 被申立 者 に 対 し 、 調 査委員 会 の 委 員 の 氏 名およ び

所 属 を 通 知 す る 。  

６  申 立 者 お よ び被申 立 者 は 、 前 項 の通知 後 7 日 間 以 内 に 、委 員 に つ い て 異 議申立 て

を 行 う こ と が で きる。  

７  前 項 の 異 議 申立て が あ り 、 最 高 管理責 任 者 が そ の 内 容を妥 当 と 認 め た 場 合、委 員

を 変 更 す る 。 た だし、 変 更 し た 場 合 の新た な 異 議 申 立 て は認め な い 。  

８  調 査 委 員 会 は、不 正 の 有 無 及 び 不正の 内 容 、 関 与 し た者及 び そ の 関 与 の 程度、 不

正 使 用 の 相 当 額 等につ い て の 調 査 を 行う。  

９  調 査 委 員 会 は、調 査 結 果 を 対 策 委員会 に 報 告 し な け ればな ら な い 。  

 

（ 調 査 結 果 の 認 定等）  
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第 １ ５ 条  対 策 委 員会 は 速 や か に 調 査結果 を ま と め 、 不正 の有 無 及 び 不 正 の 内容、 関

与 し た 者 及 び そ の関与 の 程 度 、 不 正 使用の 相 当 額 等 に つ いて認 定 し 、 最 高 管 理責任

者 に 報 告 す る も のとす る 。  

（ 調 査 結 果 の 通 知）  

第 １ ６ 条  前 条 の 規定 に よ り 報 告 を 受けた 最 高 管 理 責 任 者は、 当 該 調 査 結果 を 速や か

に 申 立 者 、 被 申 立者に 文 書 で 通 知 す るもの と す る 。  

（ 特 定 不 正 行 為 、不正 使 用 の 対 応 ）  

第 １ ７ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 研 究活 動に お い て 特 定 不 正行為 が 生 じ た 場 合 には、 次

の 各 項 に 定 め る 対応を 行 う も の と す る。  

（ １ ） 申 立 等 の 受付後 、 必 要 に 応 じ て予備 調 査 を 行 い 、 申立等 の 内 容 の 合 理 性を確

認 し 、３ ０ 日 以 内 に調査 の 要 否 を 判 断 すると と も に 、当 該 調 査を要 す る と き は 、

私 立 大 学 等 経 常 費補助 金 等 並 び に 競 争的資 金 等 に よ る 研 究活動 に お い て は 配 分

機 関 及 び 関 係 省 庁に、 受 託 研 究 等 に よる研 究 活 動 に お い ては配 分 機 関 に 報 告 す

る 。  

（ ２ ） 調 査 の 実 施の決 定 後 、 ３ ０ 日 以内に 調 査 を 開 始 し 、１５ ０ 日 以 内 に 調 査結果

の 取 り ま と め を 行う。  

（ ３ ） 調 査 結 果 は速や か に 申 立 者 及 び被申 立 者 に 通 知 す るとと も に 、 調 査 に 至った

経 緯 、 調 査 体 制 、調査 内 容 、 調 査 結 果、再 発 防 止 計 画 等 を含む 報 告 書 を 私 立 大

学 等 経 常 費 補 助 金等並 び に 競 争 的 資 金等に よ る 研 究 活 動 におい て は 配 分 機 関 及

び 関 係 省 庁 に 、 受託研 究 等 に よ る 研 究活動 に お い て は 配 分機関 に 提 出 す る 。  

２  最 高 管 理 責 任者は 、 競争 的 資 金 等によ る 研 究 活 動 に おいて 不 正 使 用 が 生 じた場 合

に は 、 次 の 各 項 に定め る 対 応 を 行 う ものと す る 。  

（ １ ） 申 立 等 の 受付か ら ３ ０ 日 以 内 に、申 立 等 の 内 容 の 合理性 を 確 認 し 、 調 査の要

否 を 判 断 す る と ともに 、 当 該 調 査 の 要否を 配 分 機 関 に 報 告する 。  

（ ２ ）調 査 の 実 施 に 際し 、調 査 方 針 、調 査 対象 及 び 方 法 等 に ついて 配 分 機 関 に 報 告、

協 議 す る 。  

（ ３ ） 申 立 等 の 受付か ら 、 ２ １ ０ 日 以内に 、 調 査 結 果 、 不正発 生 要 因 、 不 正 に関与

し た 者 が 関 わ る 他の競 争 的 資 金 等 に おける 管 理 ・ 監 査 体 制の状 況 、 再 発 防 止 計

画 等 を 含 む 最 終 報告書 を 配 分 機 関 に 提出す る 。 期 限 ま で に調査 が 完 了 し な い 場

合 で あ っ て も 、 調査の 中 間 報 告 を 配 分機関 に 提 出 す る 。  

（ ４ ） 調 査 の 過 程であ っ て も 、 不 正 の事実 が 一 部 で も 確 認され た 場 合 に は 、 速やか

に 認 定 し 、 配 分 機関に 報 告 す る 。  

（ ５ ） 調 査 に 支 障があ る 場 合 を 除 き 、当該 事 案 に 係 る 資 料の提 出 又 は 閲 覧 、 現地調
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査 に 応 じ る 。  

３  最 高 管 理 責 任者は 、配 分 機 関の 求 めに 応 じ 、調 査の 終 了前 で あ っ て も、調 査の 進

捗 状 況 報 告 及 び 調査の 中 間 報 告 を 当 該配分 機 関 に 提 出 す る。  

（ 不 服 申 立 て ）  

第 １ ８ 条  被 申 立 者は 、 前 条 に 規定 す る通 知 が あ っ た 日 の翌日 か ら 起 算 し て １４日 以

内 に 、最 高 管 理 責 任 者に 対 し 、書 面 に よ り 不服 申 立 て を す る ことが で き る 。た だ し 、

そ の 期 間 内 で あ っても 、 同 一 理 由 に よる不 服 申 立 て を 繰 り返す こ と は で き な い。  

２  前 項 の 規 定 は、申 立 等 が 悪 意 に 基づく も の と 認 定 さ れた申 立 者 の 不 服 申 立てに 準

用 す る 。  

３  最 高 管 理 責 任者は 、 不 服 申 立 て があっ た と き は 、 申 立者に 通 知 し 、 特 定 不正行 為

に 係 る 不 服 申 立 てにつ い て は 、 加 え て、配 分 機 関 及 び 関 係省庁 に 報 告 す る 。  

（ 不 服 申 立 て の 審査）  

第 １ ９ 条  前 条 の 不服 申 立 て の 審 査 は対策 委 員 会 が 行 う。 ただ し 、 不 服 申 立て の趣 旨

が 、 対 策 委 員 会 の構成 等 、 そ の 公 正 性に関 わ る も の で あ る場合 に は 、 最 高 管 理責任

者 の 判 断 に よ り 、対策 委 員 会 に 代 え て、他 の 者 に 審 査 さ せるこ と が で き る 。  

２  対 策 委 員 会 （前項 た だ し 書 き の 場合は 、 対 策 委 員 会 に代わ る 者 ） は 、 当 該事案 の

再 調 査 を 行 う か 否かを 速 や か に 決 定 し、最 高 管 理 責 任 者 に報告 す る 。  

３  前 項 の 規 定 による 報 告 を 受 け た 最高管 理 責 任 者 は 、 再調査 の 実 施 の 有 無 を速や か

に 決 定 し 、 不 服 申立て の 却 下 ま た は 再調査 の 決 定 に つ い て、申 立 者 及 び 被 申 立者に

通 知 す る 。 特 定 不正行 為 に 係 る 不 服 申立て の 却 下 ま た は 再調査 の 決 定 に つ い ては、

加 え て 、 配 分 機 関及び 関 係 省 庁 に 報 告する 。  

４  対 策 委 員 会 は、最 高 管 理 責 任 者 が不服 申 立 て の 再 調 査の実 施 を 決 定 し た 場合、 被

申 立 者 に 対 し 、 先の調 査 結 果 を 覆 す に足る 資 料 の 提 出 等 、速や か な 解 決 に 向 けて、

再 調 査 に 協 力 す ること を 求 め る も の とする 。 そ の 協 力 が 得られ な い 場 合 に は 、再調

査 を 行 わ ず 、 調 査を打 ち 切 る こ と が できる 。 そ の 場 合 に は、対 策 委 員 会 は 速 やかに

最 高 管 理 責 任 者 に報告 し 、 当 該 報 告 を受け た 最 高 管 理 責 任者は 、 被 申 立 者 に 当該決

定 を 通 知 す る 。  

５  対 策 委 員 会 は、再 調 査 を 行 う 場 合は、 ５ ０ 日 以 内 に 調査結 果 を 覆 す か 否 かを決 定

し 、 そ の 結 果 を 速やか に 最 高 管 理 責 任者に 報 告 す る 。 最 高管理 責 任 者 は 、 当 該結果

を 被 申 立 者 及 び 申立者 に 通 知 し 、 特 定不正 行 為 に 係 る 再 調査の 結 果 に つ い て は、加

え て 、 被 申 立 者 が所属 す る 機 関 、 配 分機関 及 び 関 係 省 庁 に報告 す る 。  

 

６  前 項 の 規 定 にかか わ ら ず 、 悪 意 に基づ く 申 立 の 再 調 査を行 う 場 合 、 ３ ０ 日以内 に
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再 判 定 を 行 い 、そ の結 果 を 、申 立 者 、申立 者 が 所 属 す る 機関及 び 被 申 立 者 に 通知す

る と と も に 、 加 えて、 配 分 機 関 及 び 関係省 庁 に 報 告 す る 。  

７  申 立 者 及 び 被申立 者 は 、 前 第 ４ 項及び 第 ５ 項 の 再 調 査結果 に 対 し て 、 異 議を申 し

立 て る こ と は で きない 。  

（ 調 査 結 果 の 公 表）  

第 ２ ０ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 不 正行 為が 行 わ れ た と 認 定した 場 合 は 、 速 やか に不 正

行 為 に 関 与 し た 者の氏 名 ・ 所 属 、 不 正行為 の 内 容 、 本 学 が公表 時 ま で に 行 っ た措置

の 内 容 、 対 策 委 員会委 員 の 氏 名 ・ 所 属及び 調 査 の 方 法 ・ 手順等 の 調 査 結 果 を 公表し

な け れ ば な ら な い。  

（ 不 正 行 為 等 へ の処置 ）  

第 ２ １ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 不 正行 為が 行 わ れ た と 認 定した 場 合 は 、 被 申立 者に 対

し 、 た だ ち に 当 該不正 行 為 に 係 る 研 究に対 す る 資 金 の 使 用中止 を 命 ず る 。  

２  最 高 管 理 責 任者は 、被 申 立 者 に 対し 、必 要 と 認 め る 場 合は就 業 規 則 第 73 条に 基づ

く 懲 戒 処 分 を 検 討する な ど に よ り 、 適切な 処 置 を と る と ともに 、 不 正 行 為 と 認定し

た 論 文 等 の 取 り 下げを 勧 告 す る も の とする 。  

３  前 項 前 段 の 規定は 、 申 立 等 が 悪 意に基 づ く も の と 認 定され た 申 立 者 に つ いて準 用

す る 。  

４  私 的 流 用 な ど、行 為 の 悪 質 性 が 高い場 合 に は 、 刑 事 告発や 民 事 訴 訟 が あ り得る も

の と す る 。  

（ 調 査 中 に お け る一時 措 置 ）  

第 ２ ２ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 調 査が 開始 さ れ た 場 合 は、 対策 委 員 会 の 調 査 結果の 報

告 を 受 け る ま で の間、 当 該 事 案 に 係 る研究 に 対 す る 資 金 の支出 を 停 止 す る 。  

（ 申 立 者 及 び 被 申立者 の 保 護 ）  

第 ２ ３ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 申立 者 及び 被 申 立 者 の 氏 名等並 び に 申 立 等 の 内容に つ

い て 、 当 該 事 案 の調査 結 果 を 公 表 す るまで 、 申 立 者 及 び 被申立 者 の 意 に 反 し て調査

関 係 者 以 外 に 漏 洩しな い よ う 、 秘 密 保持を 徹 底 し な け れ ばなら な い 。  

２  申 立 者 は 、 悪意に 基 づ く 申 立 等 である こ と が 判 明 し ない限 り 、 単 に 申 立 等をし た

こ と を 理 由 に 、 懲戒処 分 等 不 利 益 な 取扱い を 受 け る こ と はない 。  

３  被 申 立 者 は 、相当 な 理 由 な し に 、単に 申 立 が な さ れ たこと の み を も っ て 、懲戒 処

分 等 不 利 益 な 取 扱いを 受 け る こ と は ない。  

（ 競 争 的 資 金 等 の使用 ）  

第 ２ ４ 条  競 争 的 資金 等 の 使 用 に 係 る取扱 い に つ い て は、 別段 の 定 め あ る も のを除 き 、
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本 学 経 理 規 程 、 本学競 争 的 資 金 等 の 管理・ 監 査 体 制 に 係 る運用 、 そ の 他 の 本 学の関

連 規 程 、 取 扱 い を準用 す る 。  

（ 援 助 ・ 支 援 等 ）  

第 ２ ５ 条  競 争 的 資金 等 を 使 用 し て 研究を 行 う 教 職 員 等 に対し 、 学 部 等 事務 室 は次 の

各 号 に 定 め る 支 援・援 助 等 を 行 う 。  

（ １ ） 競 争 的 資 金等に 係 る 事 務 処 理 要項の 作 成 、 周 知  

（ ２ ） 愛 知 淑 徳 大 学に お け る 競 争 的 資 金等 の 管 理 ・ 監 査 体 制に 係 る 運 用 <別 紙 １ >に

定 め る 第 一 次 モ ニタリ ン グ  

（ ３ ） 競 争 的 資 金等に 関 す る 学 内 外 からの 相 談 受 付 窓 口 業務  

（ 納 品 検 収 ）  

第 ２ ６ 条  競 争 的 資金 等 の 適 正 な 運 用を図 る た め 、 競争 的 資金 等 に よ る 購 入 物品等 に

つ い て 学 部 等 事 務室は 納 品 検 収 を 行 い、納 品 伝 票 （ 納 品 書）と 現 物 を 照 合 の 上、所

定 の 検 収 印 を 押 印する 。  

（ 監 査 体 制 ）  

第 ２ ７ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、競 争的 資金 等 の 適 正 使 用 を監査 す る た め 、内部 監査部

門に監査を実施する権限を付与し、当該部門による内部監査を行う。  

２  内部監査部門は財務事務室と経理事務室に置く。内部監査部門は監事及び公認

会計士と連携して監査にあたる。  

３  内部監査とは、競争的資金等の発注・検収・支払に係る会計書類等の形式的要

件具備について監査を行う通常監査、競争的資金等の運用状況、機器備品の現物

実査、謝金の使途確認、事実関係の厳密な確認等を行う特別監査に加え、本学の

リスク発生要因を体系的に整理し、重点的にリスク要件を抽出のうえ、抜き打ち

等を含めて行うリスクアプローチ監査を指す。  

４  内部監査部門は、監査の結果について、文書をもって最高管理責任者及び監事

に報告する。  

５  内部監査に係る実施要領は別に定める。  

（ 管 理 ・ 監 査 体 制の見 直 し ）  

第 ２ ８ 条  最 高 管 理責 任 者 は 、 内 部監 査の 実 施 結 果 を 踏 まえ、 適 宜 、 管 理 ・監 査体 制

の 見 直 し を 行 い 、必要 に 応 じ て 統 括 管理責 任 者 に 運 営 ・ 管理の 改 善 を 指 示 す るもの

と す る 。  

（ 規 程 の 改 廃 ）  

第 ２ ９ 条  こ の 規 程の 改 廃 は 、 大 学 協議会 の 議 を 経 て 学 長が定 め る 。  
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（ 事 務 ）  

第 ３ ０ 条  こ の 規 程に 関 す る 事 務 は 、総務 事 務 室 で 行 う 。  

（ 雑 則 ）  

第 ３ １ 条  こ の 規 程に 定 め る も の の ほか、 研 究 活 動 にお け る不 正 行 為 防 止 に 関し必 要

な 事 項 は 、 学 長 が別に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２０ 年 １ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

 こ の 規 程 は 、 平成２ ０ 年 ４ 月 １ 日 から施 行 す る 。  

附  則  

１  こ の 規 程 は 、平成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日から 施 行 す る 。  

  ２  愛 知 淑 徳大学 に お け る 研 究 活動不 正 行 為 防 止 に 関する 規 程 （ 平 成 ２ ０年４ 月

１ 日 施 行 ） は 、 廃止す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成２９ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成３０ 年 ４ 月 １ 日 か ら施行 す る 。  
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